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市 : 私（松尾市長）が移転したいのではありません。現市庁舎は,いずれ地震・津波で倒壊の可能性があるので修繕不要。

     執務室も狭いので移転したい。

存 : 県ハザードマップに明記されていますが津波リスクはない。また、IS値0.6以上の耐震補強されているため地震倒壊の心配もない。

     適正な修繕・保守でコンクリート建築は80年以上使用可能(専門家から確認済み)。OA化すれば狭くても問題ない。

市 : 古くて汚いので建て替えは必要だ。建て替え費用(数年前の予定では約170億円)は鎌倉市民の税金で市債を起こす。

    この市債は平準化し、次代の市民が数年にわたり返済するよう計画している。

存 : 鎌倉の風景にふさわしく美しい和様の庁舎は、しっかり保存して大切に使用し、次代への負担を減らしたい。

    劣化した道路や他にもお金を使うべき場所があるにも関わらず、必要のないものに税金を使用しないでほしい。

    市 : 移転建て替えは、松尾市長が選挙公約に書いて当選したのだから、やらなければならない。

存 : 確認したところ選挙公約にそのような記載はなかった。SDGｓ鎌倉で、持続可能が大切と言っているのにまだ使える現市庁舎

     を建て替える必要はあるのか？

市 : 移転予定地深沢には、存続派が言うような水害や液状化は発生しないことになっている。しかし、予算の範囲で杭基礎を強化し

     本庁舎建設地は2m嵩上げすることになっている 

存 : 深沢は元沼地、地下水位も高く不安定な地盤で、横を流れる柏尾川は危険都市河川に指定されている。

     また、本庁舎建設予定地から貴重な弥生・平安時代の遺跡が発掘されたが、上に道路建設してもいいのか？

市 : 鎌倉市では、鎌倉時代の遺跡だけを保存価値のあるものとしている。 

存 : 鎌倉時代より前の遺跡も鎌倉の基盤を作ったものとして大切にしていきたい。   

1, 5階建て3階以上のみ免震構造で 職員執務室・市長室・議会場のみ免震適用。
    地震があれば、3階以上は安全・無事でも 下階の市民はどうなるの？ 消防車も救急車も液状化で水びたし？
2, 事前調査に関与している日建設計は出来レース?
3, 4設計会社のうち、日建設計を選んだ審議会員は８名中3名、あとの3名はA社で他の２名はB社と聞いている。
    票が割れたのになぜ日建設計に決定されたのか？ 審議経過は未公開。 

日建設計が最優秀提案者として高評価だったという事実疑わしい。

実は審査会で評価は割れていた！
異議の理由は３つ

11月号『市役所移転の今』に 異議あり!!

説得は不用! 
強引に進めるのみ 

現庁舎を
維持したい!



私たち鎌倉市民128名は、本年9月25日にこの基本設計予算の支出を差し止めるため住民訴訟を

起こしました。位置条例否決のもとで、この予算執行は違法というのが私たち原告側の主張です。 

市は、横浜地裁が3月に出した「市役所の移転先や移転後の概要を検討することは許される」

との判決を根拠に、設計予算支出は違法ではないと主張していますが、本体工事に結び付く

基本設計予算を支出してよいと判断されたわけではありません。全国の自治体で、位置条例が

否決されたにも関わらず、移転する新庁舎の、建設につながる基本設計予算を支出した例は

ありません。私たちは、鎌倉市議会が、この議案を係争中であることを理由として、市長提案を

議決せず、継続扱いにすべきと主張しています。

鎌倉市役所 の 違法な移転計画を くいとめよう
基本設計予算差し止め裁判が始まります、ぜひ傍聴に来てください！

『広報かまくら』では新庁舎整備が決まったかのように記事が書かれていますが

市役所移転はまだ決定していません。

市役所移転はまだ止められます

地方自治法上、移転は不可能 
皆さん！ちょっと考えて!! 鎌倉市議会は、2022年12月に、移転のための位置条例を否決しました。

市長や議員が移転したくても議会がNOと決定したからにはできません。

新庁舎基本設計の業務委託契約締結の議案を提出
位置条例は否決されたが新市庁舎の基本設計を行うため事業者を選定。（公開を市民に約束していたが

未公開）この12月議会に総額2億9480万円で業務委託契約の締結議案を提出。位置条例は、

市民生活に重要な案件で2/3以上の賛成が必要な特別多数議決ですが、この基本設計業務

委託締結議案は普通過半数議決のため、現議員構成で提案が通る可能性は大きい。

本体工事につながる予算執行は違法 
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